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III. 日程 

取締役会決議日 ：平成 25 年 6 月 12 日 

基本合意書締結日 ：平成 25 年 6 月 12 日 

株式譲渡契約締結日 ：未定 

株式譲渡日 ：未定 

株式譲渡契約書は、相手先によるデューディリジェンスを経て、具体的な条件が合意され次第、 

速やかに締結する予定です。 

 

3. 債権放棄 

(1) 債権放棄の理由 

当社はこれまで、当該連結子会社の業務改善に尽くしてまいりましたが、厳しい事業環境を

打開するに至らず、当該連結子会社の事業を発展させるには、有力な他社への経営統合が不

可欠と判断し、発行済み株式の全部を譲渡するべく、上記基本合意に至りました。基本合意に

おいて、株式譲渡の実行の際には当社の当該連結子会社に対する貸付金を放棄する旨を定

めております。 

当社としては、これにより損失が生じることとなりますが、当該連結子会社の財産及び収益の

状況並びに見通しに照らし、当社の連結子会社として支援を継続し、あるいは清算する場合と

比較して、債権放棄に伴う損失の方が小さいと見込まれるため、より大きな損失を蒙ることを回

避するにはやむを得ないものとして、当社の債権放棄が必要であると判断いたしました。 

(2) 債権放棄の内容 

債権の種類 ：貸付金 

放棄する債権の金額 ：912 百万円（予定） 

引当の状況 ：619 百万円 

ただし、債権放棄は、基本合意に基づく株式譲渡契約の締結が決定した場合に限り、株式

譲渡に先立って実行します。 

 

4. 今後の見通し 

債権放棄額のうち 619 百万円は、平成 25 年 3 月期までに貸倒引当金を計上済みであるため、

債権放棄を行った場合に新たに計上される損失の額は、引当金の額との差額となります。当社は、

現時点において公表済みの当期業績予想はありませんが、平成25年3月期の実績値を基準にす

ると、当期業績に与える影響は軽微であると見込まれます。 

なお、株式譲渡につきましても、当期業績に与える影響は軽微であることが見込まれます。 
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